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要約 

2024 年 1 月 1 日午後 4 時 10 分頃、能登半島北部を震源とするM7。6 の地震が発生し、震源に近い輪島市、志賀町

では震度 7 の強い地震動に見舞われた。宅地液状化被害は石川県以外にも新潟県、富山県、福井県にかけて広い範囲

で生じた。大規模な宅地盛土滑動崩落被害は石川県内が非常に多く、富山県、福井県の県境付近まで幅広く生じた。

宅地擁壁被害は、広域に生じているが、特に遠方の新潟県糸魚川市京ヶ峰地区で間知ブロック空積擁壁が大規模に崩

壊した。本論文では、宅地地盤被害が顕著な金沢近郊の宅地盛土大規模滑動崩落及び新潟県糸魚川市京ヶ峰地区の宅

地擁壁崩壊の状況と課題について言及する。 

能登半島地震 宅地被害 宅地盛土 大規模盛土崩落 

Noto Peninsula earthquake residential land damage residential land embankment large-scale embankment collapse

１．はじめに 

 図-1 は 2024 年能登半島地震による宅地被害箇所であ

る。このうち、宅地盛土被害は、黒色文字の谷埋め盛土

等の滑動崩落箇所と緑色文字の谷埋め盛土上の擁壁の崩

壊箇所である。青色文字は側方流動や沈下を生じた液状

化被害箇所である。大規模な盛土滑動崩落箇所は、北か

ら輪島市稲舟町輪島高等学校稲舟校舎・青葉ヶ丘団地・

輪島中学校、珠洲市大谷町から、南の加賀市片山津町、

福井県あわら市下金屋（名泉郷ニュータウン）まで幅広

く生じている。 

これらの中には、盛土内に発生した液状化による側方 

流動が誘因となって下流斜面に斜面崩壊・地すべり・土

石流が発生した被害もある。また、石川県穴水町由比ケ

丘地区と川島地区では、擁壁で盛土した複数の住宅が土

砂崩れに巻き込まれ、帰省中の家族を含む 16人が亡くな

った。宅地擁壁被害は、特に遠方の新潟県糸魚川市京ヶ

峰地区で間知ブロック空積擁壁が大規模に崩壊した。 

本論文では、宅地地盤被害が顕著な金沢近郊の宅地盛

土大規模滑動崩落及び新潟県糸魚川市京ヶ峰地区の宅地

擁壁崩壊の状況と課題について言及する。 

図-1 2024年能登半島地震による宅地被害箇所 1) 
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２．金沢市田上新町の盛土崩壊 

 JR金沢駅より南東約6kmに位置する田上新町の丘陵地

内の宅地端部が震度 5強の地震動により住宅地の斜面が

道路ごと図-2 のように地盤の滑動崩落により約 1600m2

の斜面が標高 85m程度の地点から崩壊し、住宅 4棟が全

壊、3 棟が図-3 及び図-4 のように 10ｍから 30ｍ西へ移

動し倒壊した。崩落により、周辺道路には亀裂が生じ、

通行止めとなった。 

金沢市はさらに土砂災害が発生する恐れがあるとして、

2日午後 3時から田上新町の現地周辺の 32世帯 89人を

対象に警戒レベル 4に基づく避難指示を出し田上公民館

を避難所として開設し、住民は避難を余儀なくされた。 

災害直後の現場では車が倒壊した民家の下敷きとなっ

ていたが、災害時には住民は全員外出して無事だった。

図-5は google の崩壊前の状況 2)で、図-6は 1 月 5 日ド

ローンによる空中写真撮影（3D）の崩壊後の状況である。 

過去の航空写真の判読により、当該地区は 1970年頃の造

成と推定された。崩落した地盤

は地下水を多く含む細かい砂

地で構成されていた。図-7に示

す斜面崩壊エリア（図中の〇）は、国土交通省が運営す

る重ねるハザードマップの大規模盛土造成地マップに該

当しないで、各都道府県が指定する急傾斜地の崩壊警戒

区域（指定済）となっていた。 

一方、北側には大規模盛土造成地（谷埋め型盛土）に

指定された地域がある。しかし、当該地区内では谷方向

への地盤の変位が原因と推定されるクラックや段差が一

部で確認されたが、大きな崩壊等は発生していない。 し

かし、図-8 は 1962 年空中写真と現地形図との重ね 1)、4)

で、池または水田の上を盛土造成していることがわかる。

また、近隣住民からのヒアリングによると、「崩落した地

盤は盛土で、切土は崩落しなかった。崩落地盤の真横に

建っている盛土側の住宅は杭基礎としていたので無被害

だった。」と証言している。 

ただし、舗装路面には地震以前に生じたクラックを補

修された箇所が谷と直交する方向に複数見られ、地震以

前から盛土が谷方向へ変動していたと考えられる。 

図-9は崩壊盛土材 2箇所の粒径加積曲線で、分級され

た直径 0。125～0。25mmの液状化を起こしやすい「細粒

砂」で占められていたことが分かった。また、地盤には

暗渠排水管が設置されており、地下水が流れ続けている

ことが確認できた。崩壊した住宅は斜面の下部に位置し

ており、崩壊地の土質は含水比が高いことから、地震の

揺れにより、地下水を含んだ砂地盤が液状化し、斜面が

崩れたと考えられる。 

(a)倒壊建物下部からの様子 

(b)倒壊建物上部からの様子 

図-2 谷埋め盛土の崩壊状況 

図-3 崩壊箇所の建物移動（←30ｍ、←10ｍ、←20ｍ） 

（a)30ｍ移動 
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３．金沢市石川県立金沢北陵高等学校の盛土崩壊 

金沢北陵高石川県立金沢北稜高等学校（以下、金沢北

陵高という。）では、JR森本駅より南東約 1km にある金

沢市吉原町の高台に立つの北向き斜面が大規模に崩壊し

た。この崩壊により、盛土地盤が図-10のように校舎下の

支柱がむき出しになった。平常時にはこの斜面に約 200

段の階段があり、生徒 500 人や職員が通学で利用してい

た。しかし、校舎内に入る出入り口の駐車場や通学路に

用いられていた階段は跡形もなく崩壊していた。正月元

日で部活動もなく生徒がいなかったが、もし平日の下校

時間に地震が発生していたら大惨事となっていた。 

崩壊土砂は図-11 に示すように北方向に流動化し、下

方のコンクリート擁壁を超えて北陸自動車道の盛土によ

り天端付近まで崩壊土砂が堆積しせき止められた。 

また崩壊部からは多量の湧水があり、北陸自動車道盛

土の人道ボックスカルバート内にまで流入していた。滑

落崖の幅は約 60m、崩壊部の長さは約 130m（背後クラッ

クを含めると約 170m)、崩壊層厚は約 15m である。想定

土量は、崩壊土量約 15000m3、上部崩積土（擁壁より上

部に堆積した分）約 10000m3 、下部崩積土（擁壁と北陸

道の間に堆積した分）約 5000m3、残存土塊（主滑落崖と

背後クラックの間に残存している土砂）約 7000m3と膨大

である。 

主滑落崖は、1996 年に竣工、実習室などがあるセンタ

ーステーション棟（CS棟）の下部から発生しており、同

校舎の基礎杭が約 3m 程度露出した。流出した土砂や水

で、校舎へ向かう敷地内の歩道も埋まった。流出した土

砂や水で、校舎へ向かう敷地内の歩道も埋まった。崩壊

した付近は学校が建設された 60 年代に盛り土造成され

た範囲だった可能性がある。 

主滑落崖の背後約 40m のところの体育館前には、段差

約 20cm の開口クラックが発生し、その周囲の地盤に明

瞭な沈下が見らた。したがって、この部分は不安定化し

た残存土塊と判断できる。図-12は該当地区を「重ねるハ

ザードマップ（土砂災害・地形分類）3)」で表示したもの

で、これで見ると「大規模盛土造成地」ではなく、山地

となっているのがわかる。 

学校敷地内の地面には多数の亀裂や段差が走っていた。 

金沢北陵高の盛土造成は 1960 年代に行われ、この時期

に学校が建設された。同校には約 500 人の生徒が通学し

ており、崩壊した箇所の階段を利用していた。同校は１

日、地震発生後に津波警報が出されたため、一時は体育

館などを避難所として開放し高台にある校舎には 20 台

以上の車が避難してきた。しかし、地盤崩落後にさらな

る崩落の危険があるため、同日午後 10 時に閉鎖された。 

図-13に示すように新・旧（1930 年代）の地形図 6)を重

ねてみると、高校の造成に伴って昭和 40 年前後に施工さ

れた谷埋め盛土部分が崩壊していることがわかる。盛土

層厚は最大約 20m、盛土量は想定で約 50000m3で、盛土

勾配は約 20゜、末端にコンクリート重力式擁壁が施工さ

れている。盛土材料は地山の新生代層を切土したもので、

細粒の砂質土主体である。既往ボーリング資料によると、

盛土のN 値は 2~4 程度と低く、軟弱な盛土の存在が今回

の崩壊の素因となったものと考えられる。 

(a)北東側 

 (b)北西側 

図-10 金沢北陵高等学校の盛土崩壊状況 

図-11 谷埋め盛土滑動崩落の状況 5) 

図-12 重ねるハザードマップ 3) 
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図-13 新・旧地形図の重ね 6) 

４．津幡町緑が丘の盛土崩壊 

JR 中津幡駅より北東約 1km にある津端町北東部の丘

陵地にある緑ヶ丘地域では、丘陵地にある造成地の斜面

の上にある町道と、住宅 2 棟の駐車場の盛土造成地端部

が図-14(b)のように幅約 120ｍ、深さ約 20ｍにわたって

崩壊し、道路の陥没や住宅が大きく傾く被害が生じた。

標高 42。5m 程度から、28m 程度まで下る斜面の上方に

ある。斜面の角度は 21。5 度ほどであった。当該地は、

1981～87 年に民間企業が造成した大規模盛り土造成地

だ。近隣住民によるヒアリングによると、「崩壊地の地盤

は地下水の影響で常に土が水浸しの状態で、自宅前の道

路の亀裂も広がっている。」という。 

崩壊した現場周辺の 8 世帯は「長期避難世帯」として

認定され、1 年を経た後でも避難を余儀なくされ、現在

もブルーシートがかけられた状態で、住民の生活に大き

な影響を及ぼしている。崩壊部西側のため池提体には変

状は認められなかった。図-14(a)は地震前の舗装の状況

で、多くのクラックが発生し斜面方向に段差を生じてい

る等崩壊の兆候がある。 

崩壊した盛土の末端部では、図-15 のように地盤の盛

り上がりなどの変状が見られたことから、現地で観察さ

れたよりも深いすべりが発生したと考えられる。図-16

「重ねるハザードマップ」で津幡町緑が丘付近の大規模

盛土造成地マップ（緑色が谷埋め型大規模盛土造成地）

を表示すると、対象地付近は大規模盛土（谷埋め型）に

該当していた。土砂災害（特別）警戒区域は、緑が丘の

造成地内には認められなかった。なお、緑が丘の区域内

では、何か所かでのり面の崩れなどが認められた。図-16

の〇は重ねるハザードマップ 3)における大規模盛土造成

地（谷埋め盛土）の崩壊箇所である。 

国土地理院の地形分類図では記載がないが、図-17 の

ように今昔マップには収録されている。この図からみる

と大きな谷で、枝谷の合流部に当たるため、水量が多い

ことが分かる。近隣住民の証言では、「地震前にも常時地

下水流の音が聞こえた。」ということから、地下水位が盛

土斜面地盤近くまで上昇していたことによる液状化によ

る滑動崩落の可能性が高い。 

一方、崩壊箇所の西側にも同じ谷埋め盛土が存在する

が、地震による顕著な変状は確認されなかった。変状が

ない西側は、崩壊箇所と比較して原地形の谷の幅が狭い。

谷側面と盛土間の摩擦などが地震動に対し抵抗したこと

で、変状が生じなかった可能性が考えられる。図-18は崩

壊盛土材の粒径加積曲線である。右側が崩壊土砂の綺麗

な分級された砂で、左側が盛土末端部に併設されたソー

ラーパネル下の液状化した噴砂の細粒分質砂である。法

尻では湧水が認められることから、盛土内の地下水が高

く液状化による崩壊の可能性が高い。 

(a)盛土崩壊前 

(b)盛土崩壊後 

図-14 盛土崩壊前後の様子 2) 

図-15 崩壊盛土末端部の状況 
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図-16 重ねるハザードマップ 3) 

図-17 枝谷の合流部（今昔マップ）3) 

図-18 崩壊盛土材の粒径加積曲線 

５．宅地擁壁の被害 

被害地点は、新潟県 JR 糸魚川駅の南東 lkm ほどにあ

る丘陵造成地「京ヶ峰」の西側、幅約 150m 長さ約 400m

の谷筋にひな壇形式で 1960 年代に盛土造成された住宅

地で、複数の場所でコンクリートブロックの擁壁が崩れ

るなどし、家屋が傾くなどの被害が出た。市が地区を対

象に実施した応急危険度判定では、167 棟のうち、建築

物の危険（赤）2 棟、要注意（黄）63 棟、宅地の危険 76

棟（約 45%）、要注意 7 棟となった。 

糸魚川の京ケ峰地区では、宅地擁壁が図-19～図-22の

ように崩壊やならみ等の被害を受けた。しかし、糸魚川

市の震度は 5 強となっているが、内陸部は震度 5 弱で、

市内の建物等の被害はほとんど見られない。各地震前後

の比較をしてみると、明らかに地震前からはらみ等の変

状がしていることがわかる。 

地震前の擁壁の特徴は、以下のようになる。 

① 空積み擁壁構造で胴込めおよび裏込めコンクリ

ートが入っていない。 

② 擁壁にはらみを生じている。 

③ 道路側溝が道路側に移動している。 

④ 水抜き孔がほとんどない。 

⑤ 擁壁目地部から水が染み出ている。 

国土地理院の 1964（昭和 39）年の写真 38 (a)では、京

ケ峰地区が田んぼや山林が広がっていたことがわかる。

京ケ峰地区は、1965（昭和 40）年度の糸魚川市の事務報

告書に「京ケ峰用地建設について」県の住宅供給公社が

団地を造って、建売住宅と宅地分譲合わせて 200 戸分を

建設分譲することになったと記載されていた。1974（昭

和 49）年の写真 38 (b)では、東側の山が切り開かれ住宅

が建ち並んでいる。住宅需要の高まりを背景に、県の住

宅供給公社が 66000m2 の土地を造成し、住宅や宅地を販

売した。 

住宅の土台となっている擁壁は、コンクリートのブロ

ックを積み重ねただけの空積みで、背後にコンクリート

が注入されていないため、地震の揺れに対して非常に脆

弱である。また、その背後の裏込め砕石は、地震時に滑

動しやすい栗石（玉砂利）が敷設されていた。崩壊した

ブロックの中は、巨大な玉砂利が敷き詰められていて、

玉砂利の間は空洞が大きく砕石間の摩擦が取れていない

ため非常に不安定な状態である。擁壁は時間とともに劣

化し、特に空積み工法の擁壁は、ブロック間の隙間が広

がり、強度が低下する。特に定期的な点検やメンテナン

スが行われていない場合は、劣化が進行し、崩壊のリス

クが高まる。 

また、被害が拡大した要因として、谷地形で被害を受

けた地区周辺の地盤が軟弱だった。 

擁壁の工法について現在は、高さ 2ｍを超えるものを

作る際、ブロックの裏にコンクリートなどを流し込んで

強化する「練積み」などで行うよう昭和 25 年建築基準法

で定められている。しかし、県は、当時、コンクリート

のブロックを積み重ねた擁壁について規定はなく、京ケ

峰地区の「空積み」も規制の対象にはならなかったと言

及している。 

擁壁が崩壊やはらみを生じた箇所は、旧河川上の軟弱

地盤上部に厚く盛土が造成されたため、地盤増幅特性に

より地震動も大きくなったと考えられる。地震時に地盤

が揺れることで擁壁にかかる土圧が増加し、崩壊のリス

クが高まり、さらに適切な水抜き穴が無く雨水や地下水

位が高い盛土地盤ではさらに水圧がかかるのでの安定性

がさらに低下し、複数の要因が重なって被害が拡大し崩
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壊を引き起こしたと考えられる。 

今後の対策としては、以下のように擁壁の補強や地盤

調査を通じて、住民の安全を確保することが急務である。 

① 擁壁の補強工事: 現在の建築基準に基づいた擁壁

の補強や再構築を行う必要がある。 

② 地盤調査の実施: 地盤の状態を詳細に調査し、今

後の造成や建設におけるリスクを評価すること

が重要である。 

③ 住民への情報提供: 地元住民に対して、地震のリ

スクや安全対策についての情報提供を行い、避難

計画の策定を支援する。 

(a)地震発生前 

(b)地震発生後 

図-19 擁壁崩壊箇所における地震前後の比較(1) 

(a) 地震発生前

(b)地震発生後 

図20 擁壁崩壊箇所における地震前後の比較(2) 

(a)地震発生前 

(b)地震発生後 

図-21 擁壁はらみ箇所における地震前後の比較 

(a)1964（昭和 39）年 
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(b)1974（昭和 49）年 

図-22 造成前後の比較 6) 

６．まとめ 

2024 年能登半島地震による宅地盛土及び擁壁崩壊の

教訓としては、以下のものが挙げられる。 

(1)大規模盛土造成地マップの再点検；本報告で取り上げ

た金沢市田上新町・金沢北陵高校の事例は大規模盛土造

成地に該当すると考えられるが、大規模盛土造成地マッ

プには記載がない。金沢市だけでなく、他地域について

も同様の事例が存在する可能性がある。大規模盛土造成

地マップは地域の防災減災に不可欠な基本資料であるの

で、早急な再点検が必要であると思われる。 

(2)本復旧の早期化；道路災害復旧事業の実施後に宅地復

旧事業を開始した事例では、執筆時点でも未だ宅地復旧

事業が検討段階に留まっている事例が見られた。大規模

盛土については大規模滑動崩落事業の適用も可能である。

早期の本復旧を図るため、被災状況に応じて適切な枠組

みで事業計画を立てることが望ましい。 

(3)抑止工と抑制工を組合わせた盛土対策；盛土対策とし

て抑止工である地盤改良を実施すれば、安定計算上は安

全率の増加が見込める。しかし谷埋め盛土等では、地盤

改良体が上流側の地下水位を上昇させる可能性があり、

結果として谷上部の宅地の被害を誘発することが懸念さ

れる。現場の状況に即し、抑止工だけでなく抑制工であ

る地下水位低下工法を組み合わせた対策が必要である。 

(4)アドバイザー等の専門家の導入；地震被害を受けた宅

地復旧対策を担当するコンサルタントの多くは、大規模

な盛土復旧対策事業の経験が乏しい。災害後の限られた

期間に膨大な業務量を処理する必要があるため、適切な

工法の選択に苦慮していることが懸念される。大規模な

地震災害後には、宅地の大地震対策に詳しい専門家を自

治体のアドバイザーに置くなど、業務を担当するコンサ

ルタントの技術指導・支援を行う仕組みを導入すること

が望ましい。
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